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2 令和元年度名城大学大学祭企画参加要項 

 

1. 参加資格 

企画参加者名簿による登録者。なお、企画責任者、副責任者になれるのは、名城大学在学の学部生および

大学院生のみ。 

 

2. 企画種類 

（１） 学 術 企 画：日頃学んでいることを発表する。 

 原則、営利行為を行わない。 

（２） ステージ企画：バンド、ダンス、その他パフォーマンス等のステージ企画を含む。 

原則、営利行為を行わない。 

（３） 模擬店企画：各団体の企画を発表する。 

       販売等営利行為を含む。 

 

3. 出店場所 

（１） 学術、模擬店企画とも屋内外にて出店可能。 

（２） 食品を取り扱う企画については屋外のみ出店可能。 

 

4. 参加条件 

（１） 別紙 誓約書、名城大学大学祭企画書、企画参加者名簿を提出し、大学祭実行委員会に参加資格の承

認を得ること。 

（２） 必要な各説明会・会議等に全て出席すること。 

（３） 責任者・副責任者は、準備日から片付け日までの 5 日間とも必ず企画に参加すること。なお、未成年

者の場合は保護者の同意を得ること。 

ただし、学術、ステージ企画については保護者の同意を得る必要はない。 

（４） 企画責任者・副責任者は同一企画を兼任していないこと。 

（５） 責任者・副責任者は複数の企画の責任者・副責任者を兼任していないこと。 

（６） 企画参加者名簿には参加者すべての必要事項を記入、捺印(またはサイン)し提出すること。 

（７） 本学学生以外の者の傷害事故は、大学加入の「学生教育研究災害傷害保険」の補償対象外であり、事

故等の補償は一切できないことを理解した上で企画に参加すること。 

 

  ※下記の事項を行った団体は参加資格を制限または失効する。 

 名城大学大学祭における過去の違反、不法行為等 

 各説明会・会議への遅刻、欠席 

 説明会・会議等での態度が悪く、進行の妨げになる行為 
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5. 禁止行為 

 

（１） 名城大学大学祭企画書記入外の行為。 

（２） 企画参加者名簿に記名、捺印(またはサイン)のない者の参加。 

（３） 本学、来場者等に対して迷惑となる行為。 

（４） 検便を受けた者以外が、食品を取り扱うこと。 

（５） 大学祭実行委員会から貸し出した機材、備品等を破損すること。 

（６） 各説明会資料に定める規定違反もしくはそれに類する行為。 

（７） 露出度の高い服装の着用。 

（８） 特定の思想(政治や宗教等)に偏向した行為。 

（９） 特定の企業名、商品名、商標等の広報を目的とする行為。 

（１０） 個人情報を収集すること。 

（１１） 近隣飲食店等で深夜(22時以降)に打ち上げを行うこと。 

（１２） 大学祭実行委員の指導に従わないこと。 

（１３） 本学学生以外の者が企画テント内に立ち入ること。 

（１４） 大学構内での飲酒、酒類の持ち込み、飲酒状態での立ち入り、近隣のコンビニ等での喫煙をすること 

（１５） 大学祭において発生したゴミを指定場所以外へ捨てること。 

昨年、正門横ローソンのゴミ箱に大学祭模擬店トレーの投棄が多くありました。また、近隣のアパー

ト、自分の住んでいるアパート等に勝手に捨てることも禁止されています。この行為が見つかった場

合には、来年から出店できなくなります。 

（１６） 申請した電気量以上使用すること。 

※申請以上の利用ができないため、申請時に電気使用量を多めに記入することをお勧めします。 

 

6. 当日の服装・装備品等 

露出の高い服装、戦争を想起させる服装や装備品等の着用は禁止とする。当日、実行委員が不適切だと判

断した場合、着替えていただくため、必ず替えの服を持参すること。また、室内(各企画場所のみ)での学術企

画では企画に即した服装のみ認める。 

 

7. 禁止行為に対する処分 

大学および大学祭実行委員会が禁止行為を行ったと認定した場合、企画の改善指導又は停止等の処分を行

う。 

 

8. 損害賠償責任 

（１） 企画実施は自己責任で行い、発生した損害賠償は、企画責任者および企画副責任者が負うものとし、

大学および大学祭実行委員会は一切責任を負わない。 

（２） 本学在学学生以外の者の傷害事故は大学加入の「学生教育研究災害傷害保険」の補償対象外である。 

 

※以上の内容に同意の上、誓約書、名城大学大学祭企画書、企画参加者名簿を提出してください。 

 

名城大学大学祭実行委員会 


